
 

 

個人データの円滑な国際的流通の確保のための取組について 
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 経済・社会活動のグローバル化及び情報通信技術の進展に伴い、

個人情報を含む大量のデータの国境を越えた流通が増大しており、

ＯＥＣＤ、ＡＰＥＣ等において、個人情報の保護に関する情報交換

や越境執行協力等を目的とした国際的な枠組みが構築されてきてい

る。また、個人情報保護委員会の設置により、国際的な執行協力の枠

組みであるＧＰＥＮ（グローバルプライバシー執行ネットワーク）、ＡＰＰ

Ａ（アジア太平洋プライバシー機関フォーラム）においては、我が国が正式

参加国として認められたところである。 
 
 これらの国際的な動向を踏まえて、個人情報保護法に基づく「個

人情報の保護に関する基本方針」の変更に向けては、同方針案に「個

人情報保護委員会において、個人情報の保護を図りつつ、国際的な

データ流通が円滑に行われるための環境を整備するため、国際的な

協力の枠組みへの参加、各国執行当局との協力関係の構築等に積極

的に取り組む」との趣旨を盛り込むこととし、国際的な取組を一層

推進することとする。 
 
 具体的には、当面、以下の方針により取組を進めることとする。 
  
 個人情報保護委員会において、個人情報の保護を図りつつ、その

円滑な越境移転を図るため諸外国との協調を進めることとし、当面、

これまでに一定の対話を行ってきている米国、ＥＵ（英国のＥＵ離脱の

影響についてその動向を注視。）については、相互の円滑なデータ移転を

図る枠組みの構築を視野に定期会合を立ち上げる方向で調整する。 
 


